








記入年月日 　年　　月　　日

　本契約による利用中のサービス

種

類

内

容

等

年　　　　月　　　　日 年　　　　月　　　　日

円 一回払　　月額払　　その他

　提供事業者名（契約の相手方） 　電話番号 　備考

＊契約期限がある場合には、契約更新の際に新たな契約内容の確認を行い、自立阻害となる内容に変更されていないことを確認すること

☐ サービスの利用開始にあたり、不当な勧誘を受けていない。

☐ 不必要なサービスを無理矢理利用させられているなど不当な状況にはない。

☐ 契約に関して重要事項の説明を受け、重要事項説明書等の書面を交付されている。

☐ 契約書を交付されている。

☐ 提供されるサービス内容とその費用について理解している。

☐ サービスの実施状況等について報告を受けている。※例えば金銭管理サービスを利用している場合、出納台帳等金銭の管理状況の報告を受けている

☐ 書面の中で、解約方法について示されている。

☐ サービスに係る相談先や担当者の連絡先がわかる。

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

別添１

　利用中の生活支援サービス及びその提供事業者

契約（サービス利用）開始日 契約終了（更新）予定日

契約金額（税込） 料金支払形態

生活支援サービスチェックリスト

世帯番号 契約者（生活保護受給者）名

留意事項・引継事項等

例：解約返戻金がある場合にはその金額について収入認定等を行うこととなる旨、説明を行う

　住所（事業所所在地）

チェックリスト（標準）



(別添２)

☐ 不当な方法による勧誘を行っていない。（消費者契約法第４条）

例 「契約を締結しないと家から退去しなければいけない」など不安を煽るなど

☐ 利用者の年齢、心身の状態、知識等に応じた適切な説明を行っている。

☐ 契約に関する重要事項を説明し、その内容を利用者に書面（重要事項説明書）で交付している。

☐ 重要事項説明書には、少なくとも以下の項目が含まれている。

☐ 契約者に提供するサービスの内容や費用、費用の支払方法

☐ 契約するサービスの解除方法・事由や契約変更・解約時の返金の取扱い

☐ 契約書を作成し、利用者に交付している。

☐ 提供されるサービス内容と費用の取扱いが明らかになっている。

☐ 利用者の判断能力低下時の取扱いを定めている。

☐ 預託金の額やその根拠について明らかになっている。

☐ 預託金の管理方法等の取扱いについて明らかになっている。

☐ サービス提供の時期、内容、費用等について、適時に記録の作成、保存をしている。

☐ 定期的な面談等により利用者の希望の把握や状況の把握を行っている。

☐ 利用者の通帳・現金等を適切に管理し、支出内容等を利用者に適切に報告している。

☐ 利用者からの預託金について、事業者自身の運転資金等とは明確に区分して管理している。

☐ 利用者が求めた際に、サービスの実施状況について報告している。（民法第645条）

☐ 委任契約の終了後、利用者本人又は相続人に対し、その経過及び結果について報告している。（民法第645条）

☐ 解約料について無料、または適正な金額が設定されている。（消費者契約法第９条第１項第１号）

☐ 利用者の求めた際に、解約に必要な手順を伝えている。（消費者契約法第３条第１項第４号）

☐ 解約を申し入れた際に、解約を過度に制限する不当な説明をしていない。

例 「解約すると生活保護費が止められる」など根拠もなく不安を煽る、または脅すような行為があった

☐ 解約料の算定根拠の概要や、違約金等を設定した合理的理由を説明することができる。（消費者契約法第９条第２項）

☐ 事業者に関する情報や提供しているサービス情報について、ＨＰで公表されているなど、利用者が分かるようになっている。

☐ 個人情報保護に関する取扱方針が定められている。

☐ 利用者からの相談窓口が設置されており、連絡先が分かる。

生活支援サービス事業者チェックリスト

解約料
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方
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等
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制
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勧
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方

法
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等
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等



別添３

※選択肢については該当する項目をチェックし、該当する項目が複数ある場合は全て選択すること。

☐ 第1報 ☐  第 報 ☐ 最終報告 報告年月日：　　年　　月　　日

自治体名

担当部署 担当者

メールアドレス 電話番号

担当部署 担当者

メールアドレス 電話番号

法人名・建物名等

事業所（施設）名 電話番号

代表者

☐ 戸建て・アパート ☐ 無料低額宿泊所 ☐ 日常生活支援住居施設

☐ その他

☐ 食事の提供 ☐ 洗濯設備の提供 ☐ 共用部分の清掃 ☐ 共用備品等の整備

☐ 安否確認 ☐ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

☐ 服薬サポート ☐ 通院同行

☐ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

☐ 金銭管理 ☐ 相談支援等 ☐ 他の支援機関との調整

☐ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

不当な行為等の事案

の詳細

その他

特記すべき事項

４

サ

ー

ビ

ス

概

要

１

報

告

自

治

体

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

２

都

道

府

県

自治体名

　（「１報告自治体」が指定都市・中核市以外の場合は記入すること）

被保護者の自立を阻害する状況にある物件・施設に関する報告

５

事

案

の

概

要

　（無料低額宿泊所（又は日常生活支援住居施設）に該当しない場合にはその理由）

３

建

物

概

要

施設種別

　（当該住宅が無届の無料低額宿泊所に該当する可能性がある場合に自治体としてのこれまでの対応）

健康

金銭管理・社会生活

所在地

日常生活（家事等）


